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小平市立学校自閉症・情緒障がい特別支援学級設置に向けた取組状況について 

 

第１ 小学校 

１ 設置の状況 

令和６年４月小平第四小学校への開設に向けて、今年度、教室の改修工事を完了し、

備品等の購入など準備を進めている。 

 

２ 開設準備委員会の開催状況 

(1)令和４年度第１回開設準備委員会（令和４年６月６日） 

   学級を設置する学校についてなど 

 (2)令和４年度第２回開設準備委員会（令和４年８月２日） 

   備品、設備等についてなど 

  (3)令和４年度第３回開設準備委員会（令和４年１０月７日） 

   国分寺市立第四小学校自閉症・情緒障がい特別支援学級の視察 

 (4)令和４年度第４回開設準備委員会（令和４年１１月４日） 

   指導方針、入級の対象とする児童等についてなど 

  (5)令和４年度第５回開設準備委員会（令和５年２月２４日） 

   中学校自閉症・情緒障がい特別支援学級開設準備委員会と合同開催 

   入級相談の手引等についてなど 

  (6)令和５年度第１回開設準備委員会（令和５年５月２２日） 

   行動観察等についてなど 

  (7)令和５年度第２回開設準備委員会（令和５年１０月５日） 

   学級の名称、購入する教材についてなど 

  (8)令和５年度第３回開設準備委員会（令和６年３月１３日） 

   開設準備、教育課程等についてなど 

 

３ 就学支援委員会の開催状況 

 (1)入級申込の状況 

令和５年５月８日（月）から令和５年９月２２日（金）までを申込期間とし、１１名

の申込を受け付けた。 

   その後、在籍校において、行動観察（個別観察、集団観察）を行った。 

(2)自閉症・情緒障がい特別支援学級就学支援委員会における審査 

申込を受け付けた児童について、２回の委員会を開催し、適切な学びの場について検

討した結果、１１名が入級について適切であると判断された。 

内訳は、（令和６年度）第３学年３名、第４学年２名、第５学年３名、第６学年３名の

計１１名となった。 

  (3)入級予定者数 
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   令和６年２月１日、他市において自閉症・情緒障がい特別支援学級への入級が適切で

あると判断された児童（令和５年度第４学年）１名が転入し、入級手続きを進めており、

入級者は合計１２名となる見込みである。 

 

４ 学級の名称（愛称） 

学級の名称については、小平第四小学校の児童が中心となり検討した結果、「こげら学

級」となった。 

 

５ 通学への支援 

   通学バス２台を北側経路と南側経路で運行し、原則として小学校第１学年から第３学

年までの児童を対象とし通学支援を行う。小平第四小学校の知的障がい特別支援学級に

在籍する児童も乗車対象とする。 

 

６ 「入級の対象とする児童」の変更 

「小平市立小平第四小学校自閉症・情緒障がい特別支援学級の入級の対象とする児童

等について」においては、入級の対象とする児童を「第３学年から第６学年までの児童」

としていたが、令和７年度以降の対象については、「第３学年から第６学年までの児童」

の文言を削除し、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 中学校 

１ 設置の経緯 

   発達障がいのある児童・生徒に対する切れ目のない支援の必要性の観点から、小平第

二中学校において、令和７年４月の開設及び指導開始を目指す。 

 

２ 開設準備委員会の開催状況 

(1)令和４年度第１回開設準備委員会(令和５年２月２４日) 

小学校自閉症・情緒障がい特別支援学級開設準備委員会と合同開催 

 設置候補校等についてなど 

(2)令和５年度第１回開設準備委員会（令和５年５月１１日） 

   小金井市立小金井第一中学校 I組（自閉症・情緒障がい特別支援学級）を視察 

次に掲げる(1)～(3)の全て、又は(4)を満たす児童を対象とする。 

(1)知的障がいがなく、自閉症等又は情緒障がいの診断がある児童 

※学習障がい（ＬＤ）又は注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）の診断のみの児童は

対象としない。 

(2)合理的配慮などの支援があっても、日常的に通常の学級への適応が困難な児童 

(3)通常の学級における教育課程に基づいた各教科等の学習が可能な児童 

(4)その他、小平市教育委員会が入級を必要と認める児童 
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 (3)令和５年度第２回開設準備委員会（令和５年６月１９日） 

   教育課程の方針、想定する学級の生徒数の推移と教室の仕様等についてなど 

 (4)令和５年度第３回開設準備委員会（令和５年８月２３日） 

   教室等の仕様、備品等についてなど 

  (5)令和５年度第４回開設準備委員会（令和５年１０月１６日） 

   日野市立日野第二中学校１組（自閉症・情緒障がい特別支援学級）を視察 

  (6)令和５年度第５回開設準備委員会（令和５年１１月１４日） 

   教室の改修、入級の対象とする生徒についてなど 

  (7)令和５年度第６回開設準備委員会（令和６年３月５日） 

   入級相談、就学支援委員会についてなど 

 

３ 説明会等の開催 

  (1)保護者等説明会 

令和５年１２月６日（水）午後４時から午後４時４５分まで 二中４階学習室 

参加者４名 

  (2)取組報告会 

   令和６年１月２４日（水）午後７時から午後８時まで 鈴木公民館ホール 

   参加者６名 

   令和６年１月２８日（日）午前１０時から午前１０時３０分まで  

小川西町公民館ホール 

   参加者９名 

 

４ 入級の対象とする生徒 

  次に掲げる(1)～(3)の全て、又は(4)を満たす生徒を対象とする。 

(1)知的障がいがなく、自閉症等又は情緒障がいの診断がある生徒 

※学習障がい（ＬＤ）又は注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）の診断のみの生徒は対

象としない。 

(2)合理的配慮などの支援があっても、日常的に通常の学級への適応が困難な生徒 

(3)通常の学級における教育課程に基づいた各教科等の学習が可能な生徒 

(4)その他、小平市教育委員会が入級を必要と認める生徒 

 

５ 申込期間 

   令和６年４月１日から令和６年８月３１日までを申込期間とする。ただし、令和６年

度の第１学年生徒については、中学校入学後の学校生活への適応状況を把握する期間を

確保するため申込期間を延長し、令和６年９月３０日までとする予定である。 

 

６ 教室等の設置 

令和６年度の夏季休業中に教室改修工事を実施する予定である。学級数については、初
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年度（令和７年度）は最大３学級（２４人以下）を想定とし、教室の改修及び備品の整備

等を行う。 

普通教室の他、個別指導及び小集団指導やクールダウン等のためのスペースとして、個

別指導室を２つ設置する。 

 

【教室配置のイメージ図】 
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７ 今後の予定 

令和６年 ４月  入級相談開始 

 ７月  教室の改修工事開始 

   令和７年 ４月  指導開始 

 

第３ 市民への周知 

   令和６年３月１９日 市ホームページに公開（別紙パンフレット） 

   令和６年５月 １日 就学説明会を開催 


